
○
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省
令

（
昭
和
四
十
九
年
四
月
十
五
日

厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

最

終

改

正

令

和

元

年

七

月

一

日

厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
新
規
化
学
物
質
の
製
造
等
に
係
る
届
出
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
一
の
届
出
書
を
提
出
す
る
方
法

イ

新
規
化
学
物
質
の
名
称

ロ

新
規
化
学
物
質
の
構
造
式
又
は
示
性
式
（
い
ず
れ
も
不
明
の
場
合
は
、
そ
の

製
法
の
概
略
）

ハ

新
規
化
学
物
質
の
物
理
化
学
的
性
状
及
び
成
分
組
成

ニ

新
規
化
学
物
質
の
用
途

ホ

新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
開
始
後
三
年
間
に
お
け
る
毎
年
の
製
造

予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

ヘ

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物

質
を
製
造
す
る
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
新
規
化
学
物
質
を
輸
入
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
る
国
名
又
は
地
域

名

二

第
十
一
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

（
外
国
に
お
け
る
製
造
者
等
の
新
規
化
学
物
質
の
製
造
等
に
係
る
届
出
）

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式

第
一
の
二
の
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

新
規
化
学
物
質
の
名
称

二

新
規
化
学
物
質
の
構
造
式
又
は
示
性
式
（
い
ず
れ
も
不
明
の
場
合
は
、
そ
の
製

法
の
概
略
）

三

新
規
化
学
物
質
の
物
理
化
学
的
性
状
及
び
成
分
組
成

四

新
規
化
学
物
質
の
用
途

五

新
規
化
学
物
質
の
本
邦
へ
の
輸
出
開
始
後
三
年
間
に
お
け
る
毎
年
の
輸
出
予
定

数
量

六

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質

を
製
造
す
る
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
新
規
化
学
物
質
を
輸
出
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
る
国
名
又
は
地
域
名

（
新
規
化
学
物
質
の
製
造
等
の
届
出
を
要
し
な
い
こ
と
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
四
条

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣

及
び
環
境
大
臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
様

式
に
よ
る
申
出
書
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
確
認
書
を
提
出
す
る
方
法

イ

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す

様
式
第
二

様
式
第
三

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第

一
号

ロ

令
第
三
条
第
一
項
第
二
号

様
式
第
四

様
式
第
五

ハ

令
第
三
条
第
一
項
第
三
号

様
式
第
六

様
式
第
七



二

第
十
一
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

（
確
認
を
受
け
た
新
規
化
学
物
質
に
係
る
報
告
）

第
五
条

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
毎
年
度
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
お
け

る
当
該
新
規
化
学
物
質
の
取
扱
状
況
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
年
度
に
当
該
新
規
化
学
物
質
を

製
造
せ
ず
、
輸
入
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一

様
式
第
八
の
報
告
書
を
提
出
す
る
方
法

二

第
十
一
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

（
少
量
新
規
化
学
物
質
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
六
条

法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大

臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

様
式
第
九
の
申
出
書
及
び
そ
の
写
し
を
提
出
す
る
方
法

二

第
十
二
条
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）

Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
又
は
Ｘ
六
二
四
一
若
し
く
は
Ｘ
六
二
四
五
に
適
合

す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提

出
す
る
方
法

三

第
十
三
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

２

法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
は
、
一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
同
条
第
一

項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量
に
、
厚

生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
当
該
新
規
化
学
物
質
の
用
途
に
応

じ
て
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
算
出
す
る
方
法
と
す
る
。

（
高
分
子
化
合
物
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
七
条

法
第
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣

及
び
環
境
大
臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

様
式
第
十
の
申
出
書
及
び
そ
の
写
し
を
提
出
す
る
方
法

二

第
十
三
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

（
低
生
産
量
新
規
化
学
物
質
の
審
査
の
特
例
に
係
る
申
出
）

第
八
条

法
第
五
条
第
一
項
の
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

一

様
式
第
十
一
の
申
出
書
を
様
式
第
一
の
届
出
書
に
添
付
し
て
提
出
す
る
方
法

二

第
十
一
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

（
低
生
産
量
新
規
化
学
物
質
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
九
条

法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
製

造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
申

し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

様
式
第
十
二
の
申
出
書
及
び
そ
の
写
し
を
提
出
す
る
方
法

二

第
十
二
条
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
方
法

三

第
十
三
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

２

法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
方
法
は
、
一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
同
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量
に
、
厚
生
労
働

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
当
該
新
規
化
学
物
質
の
用
途
に
応
じ
て
定

め
る
係
数
を
乗
じ
て
算
出
す
る
方
法
と
す
る
。

（
低
生
産
量
新
規
化
学
物
質
の
審
査
の
継
続
）

第
十
条

法
第
五
条
第
七
項
の
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

一

様
式
第
十
三
の
申
出
書
に
法
第
五
条
第
八
項
の
試
験
の
試
験
成
績
を
添
付
し
て

提
出
す
る
方
法

二

第
十
一
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
等
）

第
十
一
条

法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
、
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
七
項
の
申
出
、
第

四
条
の
申
出
並
び
に
第
五
条
の
報
告
（
以
下
「
届
出
等
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と



す
る
者
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
（
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大

臣
及
び
環
境
大
臣
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

と
、
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
届
出
等
を

行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る
技

術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
届
出
等

を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
に
換
え
て
、

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
を
提
出
す
る
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

一

電
子
届
出
等
様
式
（
届
出
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に

お
い
て
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
様
式
で
あ
つ
て
、
届
出
等
を
書
面
等
に
よ
り
行

う
と
き
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
様
式
（
以
下
「
書
面
届
出
等
様
式
」
と
い
う
。
）

に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
届
出
等
の
名
称
、
届
出
等
を
行
う
日
付
、
届
出
等

を
行
う
相
手
方
の
名
称
、
届
出
等
を
行
う
者
の
住
所
、
届
出
等
を
行
う
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
届
出
等
を
行
う

旨
の
表
示
を
記
録
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び

環
境
大
臣
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な

様
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

書
面
届
出
等
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

三

当
該
届
出
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ

き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
記
載
す
べ
き
事
項

で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
い
た
も
の

２

前
項
の
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
が
電

子
署
名
を
行
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該

届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す

る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項

及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書

三

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
電
子
証
明
書

（
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
少
量
新
規
化
学
物
質
等
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
十
二
条

第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
九
又
は
様
式
第
十
二
の
申
出
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
十
四
の
光
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
少
量
新
規
化
学
物
質
等
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
十
三
条

第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
又
は
第
九
条
第
一
項
の
申
出
を
行
お
う
と
す
る

者
は
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
申
出
を
行
う
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
子
届
出
等
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
又
は
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
る
べ
き

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

三

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
申
出
者
コ
ー
ド

第
十
四
条

前
条
の
入
力
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
で
規
定
す
る
方

式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
入
力
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図



形
文
字
並
び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」

及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

第
十
五
条

情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
四
項
に
お
け
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら

か
に
す
る
措
置
と
は
、
電
子
届
出
等
様
式
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、

第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該
申
出
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ

と
又
は
第
十
三
条
第
三
号
に
定
め
る
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
申
出
者
コ
ー
ド
）

第
十
六
条

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
申

出
者
確
認
コ
ー
ド
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
様
式
第
十
五
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
を
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
申
し
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
書
面
を
受
理
し
た

と
き
は
、
当
該
書
面
を
提
出
し
た
者
に
申
出
者
コ
ー
ド
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
出
を
行
つ
た
者
は
、
申
し
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
申

出
者
コ
ー
ド
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
十
六
又

は
様
式
第
十
七
に
よ
り
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
属
す
る
月
の
翌
月

一
日
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
に
あ
つ
て
は
五
月
十
六
日
か
ら
、

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期

間
の
属
す
る
月
の
翌
月
一
日
か
ら
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
三
月
一
日
か
ら
同
月
十

日
」
と
あ
る
の
は
「
四
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
中

「
一
ト
ン
」
と
あ
る
の
は
「
八
百
七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
す
る
。

附

則

（
平
成
一
六
年
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省

令
第
一
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
に
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は

輸
入
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
号
中
「
一
月
二
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
二
十
日
」
と
、
「
同
月
三
十

日
」
と
あ
る
の
は
「
翌
月
一
日
」
と
す
る
。

附

則

（
平
成
一
七
年
一
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省

令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
二
二
年
二
月
一
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規

定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
二
六
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省

令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
平
成
三
〇
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省

令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
令
和
元
年
七
月
一
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第



一
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令

和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


